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STEP1
　居住誘導区域に「含む区域」（良好な居住環境が形成・保全される区域）
　＜ＳＴＥＰ１関連＞

バス機能強化区間に該当する幹線軸

土地区画整理事業施行区域＋地区計画（住宅系）
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STEP2　居住誘導区域に「含まない区域」（宅地造成工事規制区域・工業地域で工業専用地域と隣接し、一体的に土地利用されている区域）
　＜ＳＴＥＰ２関連＞

バス機能強化区間に該当する幹線軸
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STEP2
　居住誘導区域に「含まない区域」（ハザード区域・法令、条例により住宅の建築が制限されている区域）
　＜ＳＴＥＰ２関連＞

特別用途地区(特別工業地区)

臨港地区(住宅制限)

バス機能強化区間に該当する幹線軸


